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京都府災害時栄養・食生活支援ガイドライン（第２版）、
災害時等における京都府栄養士会の協力に関する協定
について

京都府健康福祉部健康対策課

令和７年１月３０日（木）
令和６年度京都府アレルギー疾患医療連絡協議会



京都府災害時栄養・食生活支援ガイドライン（第２版）

１ 趣旨
• 災害時に栄養・食生活支援活動を迅速に進めることは、被災者の心の安定は

もとより、栄養状態及び慢性疾患の病状の悪化を最小限にとどめる等、避難
生活の健康保持のために重要

• 各フェーズに応じた適切な栄養・食生活支援活動ができるよう、平成31年3月
に「京都府災害時栄養・食生活支援ガイドライン」を作成。令和6年3月に京都
府災害時保健活動マニュアルと同時に改訂

• 本ガイドラインを活用し、京都府、市町村共に地域特性等に応じたマニュアル
作成や備蓄の推進等、災害時における栄養・食生活支援活動の体制整備が推進
されることを目指す。
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２ 特徴及び主な改訂内容
• 保健医療福祉調整本部・支部を中核とした支援・受援体制について、新たに記載

• 令和６年能登半島地震の支援活動、最新のガイドライン、マニュアル、通知等、
新たな知見に基づき作成

• 京都府災害時保健活動マニュアルと様式類を一部共通化し、実践的な運用を強化



３ 内 容
第１章 策定の趣旨
第２章 災害時栄養・食生活支援活動の必要性

１ 被災時、避難所生活の栄養・食生活支援における課題
２ 災害時栄養・食生活支援活動における専門的知識・技術の必要性
３ 管理栄養士・栄養士を中心とした栄養・食生活支援活動の体制整備

第３章 栄養・食生活支援連携体制
１ 栄養・食生活支援連携体制について
２ 受援体制の整備
３ 派遣者の役割

第４章 被災者への栄養・食生活支援活動の実際
Ⅰ 災害時における栄養課題への取組

１ 具体的な対策
２ 健康な食に関する普及啓発・健康教育
３ 通常業務の再開

Ⅱ 災害時における各組織のフェーズごとの取組
１ 本 庁（保健医療福祉調整本部）の役割
２ 保健所（保健医療福祉調整支部）の役割
３ 市町村の役割

第５章 平常時の準備
Ⅰ 平常時からの体制整備
Ⅱ 平常時からの各組織の体制整備

【資料編】
・様式
・アクションカード
・備蓄食品/自衛隊・ボランティア等炊き出し標準献立
・参考資料（リーフレット・ポスター、関係法令・通知等）
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• 災害時、京都府庁（保健医療
福祉調整本部）、保健所（保健
医療福祉調整支部）、市町村は
連携を図り、被災住民等の支援
を行う役割を担う。

• また、平常時から関係団体と
連携を図り、栄養・食生活支援
活動のネットワークを形成して
おく必要がある。
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４ 京都府内災害発生時の

栄養・食生活支援体制

図２ 京都府災害発生時の保健活動体制図（P.6）
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図３ 大規模災害時の栄養・食生活支援体制（P.8）

（出典：大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン H31.3 日本公衆衛生協会）

保健医療福祉
調整本部（本庁）



府内で応援要請及び調整を行い、府内応援のみでは対応が困難な場合は
府外へ派遣要請を行う。保健活動統括者へ厚生労働省への支援依頼を相談し、
災害時保健情報システムで、保健師等とあわせて支援依頼を行う。

※京都市分も京都府から要請を行う。
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５ 災害時の人的確保
（１）行政栄養士の派遣体制

図８ 災害時における保健衛生職員派遣調整の流れ（厚生労働省調整分）（P.12）



（２）栄養士会の派遣体制

■概要

災害時等、必要に応じて京都府が京都府栄養士会に対して協力を要請する。

■協力内容

京都府栄養士会又は京都府栄養士会会員は、次に掲げる業務に従事する。

• 災害時要配慮者に対する栄養・食生活指導業務

• 避難所等における炊き出しの指導又は配布食料品における栄養指導等の
管理指導業務

• その他双方で協議の整った業務

■協力の要請手続き

文書で要請を行う。（様式20）緊迫時など文書が困難な場合は口頭等で
行い、事後速やかに文書を送付。
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①災害時等における京都府栄養士会の協力に関する協定
（平成19年８月６日締結）
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② JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）

• 被災地内の医療・福祉・行政栄養部門と協力して、緊急栄養補給物資の支援等、
状況に応じた栄養・食生活支援活動を通じ、被災地支援を行う。

• 国内外で大規模災害が発生した場合、被災地外の都道府県栄養士会JDA-DATは、
自ら又は出動要請（日本栄養士会、厚生労働省、被災都道府県知事・被災地災
害対策本部等）を受けて支援活動に入る。JDA-DATの出動が決定された際は、
日本栄養士会から各都道府県栄養士会に出動要請が行われ、出動が開始する。

※京都府栄養士会、JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）派遣要請の流れ

京都府庁
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※JDA-DAT活動例

出典：日本栄養士会HP



６ 物資確保・調達調整
特殊栄養食品ステーションの設置
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・ 要配慮者（高齢者、妊産婦、乳幼児、食物アレルギーをもつ者、慢性疾患患者等）
に必要な食事を届けるため、大規模災害時にステーションを被災自治体と協力の
もと、被災県内に１箇所設置。被害が大きい地域には「サテライト」を設置。
※都道府県（本庁）が日本栄養士会に特殊栄養食品の調達要請を行い、

日本栄養士会は賛助会員の協力で、都道府県（本庁）又は指定場所へ配送
・ 支援物資の中から「一般食品」と「特殊栄養食品」を区別して、特殊栄養食品のみ

を管理し、必要とする要配慮者へ届け、継続的なケアを行う。

出典：日本栄養士会HP
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７ 食物アレルギーに係る内容（一部抜粋）

第４章 被災者への栄養・食生活支援活動の実際（P.21～）
Ⅰ 災害時における栄養課題への取組
１ 具体的な対策

・・・他職種支援チームと連携し、活動上での課題を共有しながら解決に向けて
の調整を行う。

【市町村保健衛生担当部署・保健所（調整支部）における対策の立案】
（１）共通事項

（２）食物アレルギー

• 災害時の集団に対する食事提供では、アレルゲンの完全除去を基本とし、除去食及
び代替え食での対応が望ましい。

• 被災直後に避難所で配られる食料は、菓子パンやスナック菓子が中心となりがちで、
小麦アレルギーがあると食べられない。自分自身ではアレルゲンとなる食材を把握
していても、配食されるものに入っているか確認できなかったり、空腹やもったい
ない気持ちから口にしてしまったりすることがあるので、食事提供者や周囲の者へ
も注意を呼び掛ける必要がある。

• 避難所等に食物アレルギーをもつ者がいるのか確実に把握する。また、把握の際は、
医師の診断に基づくものなのか、保護者等の思い込みや不安等によるものなのかも
できる限り把握する。

• 食物アレルギーをもつ者のうち、アナフィラキシーショックをおこすなど重症者の
アドレナリン自己注射薬（エピペン）の保持状況を把握する。

• 提供する食品や献立に使用される原材料の情報を提供し、原材料にアレルギー食品
が含まれるか、本人又は家族が確認し選択できるようにする。
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• 食物アレルギーをもつ者への食事提供について、避難所の運営責任者を含め対応を検討する。
• 炊き出しや弁当等の提供において、調理担当業者や団体等と食物アレルギーへの対応を協議

する。調理段階での原因食物の混入や加工食品の原因食品の確認、配膳ミスを防ぐ方法に
ついて指示を行う。

• 支援物資をアレルギー対応食とそれ以外に分類し、置き場所を最初から分けておき、アレル
ギー対応食・ミルクを一般向けに配布しないよう周知徹底する。

【栄養・食生活支援】
• 避難所等で提供される食品や食事について、食物アレルギーの原因食品が含まれているのか、

本人や家族も確認するよう周知する。
• 周りの人が目視でリスクを確認できるよう、避難者自身が食物アレルギーの対象食品を示し

たビブス、アレルギーサインプレート等を活用できるようにする。
• 加工食品について、特定原材料（８品目）以外の食品で食物アレルギーの原因食品がある

場合は、本人や家族に別途、確認するよう勧める。
• 除去食を摂取することで、栄養素摂取量が不足する可能性がある場合は、管理栄養士等に

相談し代替食品を摂取する。
• 食物アレルギーについて、相談できる機会をつくる。
• 配給や炊き出しの際は、「食物アレルギーの人はいませんか」等と積極的に声かけを行う。
• 保護者がいない状況で子どもに対し安易に菓子類を与えないよう、周囲の人やボランティア

に注意喚起を行う。
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初動期の保健関連被災状況（京都府災害時保健活動マニュアル様式カ）P.78
・災害発生時早期に市町村被災概況を市町村統括保健師等から把握する様式

市町村→保健所（調整支部）→本庁（調整本部）へ報告
８ 様式等



14

被災地域健康調査票（世帯票） 様式④（京都府災害時保健活動マニュアル様式10）P.86
・地域等で活用する世帯別の調査票（フェイスシート）。調査実施前に住民基本台帳をもとに世帯毎に整備。
・継続支援が必要な場合は、様式⑤（様 式11）に記載し、様式⑥（様式１－１）を活用



15

健康調査連名簿 様式⑤（京都府災害時保健活動マニュアル様式11）P.87
・継続支援が必要な要配慮者の一覧表。様式⑥（様式1-1）を活用
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健康相談票 様式⑥（京都府災害時保健活動マニュアル様式1-1）P.88
・場所（避難所・車中泊・自宅等）や方法（訪問・面接・電話等）に関わらず、個別の健康相談の際に使用
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避難所食事状況調査票 P.90,91
・市町村等が避難所巡回時に、様式①ラピッドアセスメントシートと様式１で避難所の状況を確認し、課題整理を行う。保健所を通じて本庁に報告。
・栄養士が不在の際は他職種に依頼。必ず確認してほしい項目は太枠で示す。
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食料供給支援要請票 P.95
・避難所等で作成し、市町村（災害対策本部）、保健所（調整支部）、本庁（調整本部）、栄養士会等の間で使用する。



一般の方向け避難所ポスター「食事のことでお困りの方へ」 P.174炊き出し従事者用・避難所ポスター「炊き出しの注意点」 P.187
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